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許道府県労働局長 殿  

草生労働省斉働基準局安全衛生部  

計 画 課 長  

化学物質対策課長  

石綿障害防止総合相談員の配置等に関して留意すべき享‡真について   

石綿障害防止総合相談員（以下「相談員」という。）の配置等については、平成13年   

3月31日付け地発第033ユ008号・墓発第0331019号「石綿障害防止総合相  

談員の配置について」により指示されたところであるが、その連用に当たっては、相談員  

の職務が円滑に行われ、かつ、実効あるものとなるよう、職務の遂行に必要な関係資料の   

修の実施等を行う 提供、研とともに、下記享工引こ留意の上、その運用に当たって遺漏なき   

を期されたい。  

記  

1 相談員の配置   

相談員は、都道府県労働局労働基準都労働衛生主務謀又は労働基準監督署に配置する   

こととし、配置人数は別表のとおりであること一⊃  

2 相談員の勤誇目蓋及び報酬額   

相談員の勤誘日数は1鼓弓あたり1二三日とし、報百川南は日額ユ2，100円とするニ  

ト  

3 相談員の委嘱   



相談員の委嘱に当たっては．石績による簾寅医書の防止に諾する結合的な相談睾に対   

応するとし・う蔵房上．．芳働衛生コンサルタン ト．企業の安全面主著埋み謹鼓看、行政違   

読者等、幅広卜分野力上らの萱用に留意すること。  

4 相談員の業務  

（1）「石綿障害防止結合相談員執務準則」の4の「局長又ほ署長が指名すろ音」ほ、原  

則とlノて‡㌢√ノ看とすること＝．  

匂 都道府県労働局に配置すろ相談員については、．都道府県労働局労働衛生主務課長  

｛、包 労働基準監督署に配置すろ相談員については、労働基準監督署安全衛生連当課長   

（2）上記の者は、相談員の業務が効果的に行われるよう、必要に応じ、相談員に対する  

との調整等を行う二と 
具体的な指示及び≡引致基準監督機関が行う業務。   

相談員の勤務実績  

当分の間．、別紙様式により、4月から6月までの勤務実績を7月15日までに、7月   

から9月までの勤務実績を1ロ月15日までに、10月から12月までの勤務実績を1   

月15日までに、1月から3月までの勤務実績を4月15日までに、本省労働基準局安   

全衛生部化学物質対策課へ報告すること。  

6 その他  

相談員には、 「石綿障害防止総合相談員規程」及び「石綿障害防止総合相談員執務準  

則」を配布すること。   



引徳毒式  

石綿障害防止総合相談員活動状況轟音  

年  月 ～  月分）  

1 配置部署  

2 勤務日敦  

3 相談及び指導  

注）相談員を複数配置している場合は、各相談員毎に作成すること。   

〔  



相談員の配置人数  
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